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戸田市都市再生協議会要綱の改正案について
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戸田市都市再生協議会要綱改正の概要
• 将来ビジョンの策定後も、変更後の都市再生整備計画に基づき、ハード整備を想定した社会実験等を実施する際には、
本協議会にて委員の皆様にご検討いただくこととしたい。

①

②

③

改正箇所
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戸田市都市再生協議会要綱の改正案

該当箇所 現行 改正（案）
① 第2条第1号 将来ビジョン及び都市再生整備計

画の作成に関すること。
将来ビジョンの実現に向けた検討及び
都市再生整備計画の作成に関するこ
と。

② 第4条第１項 委員（別表の７の項に規定する委
員は除く。次項及び第８条において
同じ。）の任期は令和７年３月３
１日までとする。

委員（別表の７の項に規定する委員
は除く。次項及び第８条において同
じ。）の任期は２年とする。ただし、再
任を妨げない。

③ 附則第２項 この要綱は、令和７年３月３１日
限り、その効力を失う。

この要綱は、令和１１年３月３１日
限り、その効力を失う。

• 該当箇所の改正案は以下の通り。
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戸田市都市再生協議会の開催予定
• 令和７年度以降は、社会実験の実施計画承認と結果報告の際に開催を想定している。

 令和6年度戸田市
ウォーカブル推進事
業の全体の流れ

 社会実験に向けた
活動状況

 戸田市ウォーカブル
社会実験 企画書
（案）概要版

R6.8.6 R6.10.29 R7.1下旬（予定）

議題

1回 2回 3回

目的・
決定事項

 令和6年度の社会
実験の位置づけの
共有

 社会実験の方針の
承認

 社会実験の実施計画の
承認

 都市再生整備計画
（最終案）の承認

 将来ビジョンの進捗状況
報告

 社会実験の実施報告
 将来ビジョンの最終案の
承認

 まちづくりラボの規約

R7年度

 社会実験の実施計画の
承認

 社会実験実施結果の
報告等

未定（２回程度）

 社会実験実施計画
（案）

 都市再生整備計画
（令和６年度）
（案）

 戸田市都市再生協議
会要綱の改正案
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